






などに県民総参加で取り組む「もったいない・あおもり県民運動」の一層の充実・強化を推進しま
す（アンケート結果P103、P106～107）。

　�　また、ごみの減量やリサイクル率の向上、温室効果ガス排出量削減などの取組を進めているとこ
ろですが、気候変動やプラスチックごみの海洋への流出による環境汚染等の世界共通の課題に対し
て地域レベルで対応するため、全ての県民・事業者等による低炭素・循環型のライフスタイル・ビ
ジネススタイルを着実に推進します。

　「もったいない」という意識のもとで県民総参加で３Ｒを推進し、「12　つくる責任つ
かう責任」に貢献します。（具体的展開方向：P43～44）
　また、省エネルギー対策、再生可能エネルギーの導入を促進し、「７　エネルギーをみ
んなにそしてクリーンに」、「８　働きがいも経済成長も」、「９　産業と技術革新の基盤を
つくろう」に貢献します。（具体的展開方向：P51～52、P56）
　さらに、これらの取組により低炭素・循環型社会を形成し、「11　住み続けられるまち
づくりを」、「13　気候変動に具体的な対策を」につなげます。
（具体的展開方向：P51～52）
　取組の推進に当たっては、県民、事業者等あらゆる主体の「17　パートナーシップで目
標を達成しよう」を大切にします。（具体的展開方向：P43～44、P51～52、P56）

（３）子どもから大人まで環境を守り・つなぐ人づくりと仕組みづくり
　�　「自ら進んで環境問題に取り組む人財の育成」及び「県民や事業者の環境にやさしい取組を誘引

する仕組みや環境づくり」に対する県民の充足度が低いことが、平成30年度に実施した県民アン
ケートの結果に表れています。（アンケート結果：P106～107参照）

　�　従って、持続可能な地域社会づくりのためには、幅広い年代層が、環境を取りまく課題と、一人
ひとりの行動が環境に与える影響を正しく理解し、自分事として具体的な行動を実践・継続してい
くことが重要であるため、子どもから大人まで、あおもりの環境を守り、次世代につないでいく人
づくりと仕組みづくりに取り組みます。

　環境教育の仕組みづくりと機会づくりにより「４　質の高い教育をみんなに」に貢献し、
「12　つくる責任つかう責任」を促進します。（具体的展開方向：P70）
　また、取組の推進に当たっては、教育機関、県民、団体・事業者等あらゆる主体の「17　
パートナーシップで目標を達成しよう」を大切にします。
（具体的展開方向：P70、P73）
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